
市
は
今
議
会
に
、「
公
的
年
金
か
ら
の
住
民
税
天
引
き
」
な
ど

を
含
む
条
例
改
定
を
提
案
。
日
本
共
産
党
は
、
総
務
文
教
常
任

委
員
会
に
お
い
て
、
す
で
に
年
金
か
ら
は
介
護
保
険
料
や
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
な
ど
が
引
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
以
上
の
年

金
天
引
き
は
高
齢
者
の
生
存
権
を
侵
害
す
る
も
の
だ
と
し
て

反
対
し
ま
し
た
。

●日本共産党交野市会議員団 ホームページ http://katano.jcp-web.net/
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４
月
に
自
民
・
公
明
の
与
党
に

よ
り
地
方
税
法
の
改
悪
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
今
回
の
条
例
改
定
は

そ
れ
に
伴
う
も
の
で
、
６５
歳
以

上
の
人
が
受
け
取
る
公
的
年
金

か
ら
、
個
人
住
民
税
を
天
引
き
す

る
特
別
徴
収
制
度
を
導
入
す
る

も
の
で
す
。

政
府
は
導
入
理
由
を
、
年
金
受

給
者
の
納
税
便
宜
や
徴
収
の
効

率
化
を
図
る
た
め
と
し
て
お
り
、

天
引
き
が
実
施
さ
れ
る
の
は
、
平

成
２１
年
１０
月
支
給
の
年
金
か
ら

で
す
。

総
務
省
に
よ
る
と
、
年
金
受
給

者
の
う
ち
特
別
徴
収
の
対
象
者

数
は
５
百
～
６
百
万
人
と
い
う

こ
と
で
す
が
、
本
市
の
特
別
徴
収

は
、
約
５
千
人
が
対
象
だ
と
い
う

こ
と
で
す
。

特
別
徴
収
を
実
施
す
る
に
あ

た
っ
て
電
子
シ
ス
テ
ム
整
備
が

必
要
と
な
り
ま
す
。
国
は
、
初
年

度
「
個
人
住
民
税
公
的
年
金
特
別

徴
収
シ
ス
テ
ム
開
発
委
託
料
」
と

し
て
交
野
市
へ
交
付
税
措
置
（
約

２
千
万
円
）
を
行
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
次
年
度
以
降
の
交
付
税

新
た
な

自
治
体
負
担
が
増
え
る

で
、
本
人
の
意
向
を
ふ
ま
え
な
い

や
り
方
に
、
年
金
収
入
の
み
の
高

齢
者
か
ら
は
、
「
生
活
費
よ
り
、

ま
た
先
に
と
ら
れ
る
の
か
」
と
怒

り
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

住
民
税
は
自
主
納
付
が
基
本

で
あ
り
、
公
的
年
金
か
ら
の
天
引

住
民
税
の
年
金
天
引
き
は
、
消

費
税
と
同
様
、
ま
さ
に
〝
取
り
や

す
い
と
こ
ろ
か
ら
取
る
〟
手
法

で
す
。
介
護
保
険
料
に
始
ま
り
、

国
民
の
怒
り
が
爆
発
し
て
い
る

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、
そ
し

て
交
野
市
で
は
１０
月
か
ら
国
民

健
康
保
険
料
の
年
金
天
引
き
も

行
わ
れ
ま
す
。

消
え
た
年
金
問
題
が
、
未
だ
解

決
さ
れ
て
い
な
い
状
態
の
も
と

税
は
自
主
納
付
が
基
本
、

天
引
き
は
生
存
権
の
侵
害

措
置
は
決
ま
っ

て
お
ら
ず
、
自
治

体
の
新
た
な
財

政
負
担
が
予
想

さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
こ
れ
ま

で
住
民
税
の
支

払
い
が
困
難
な

き
は
憲
法
２５
条
の
生
存
権
を
脅

か
す
も
の
で
す
。

（
裏
面
へ
続
く
）

場
合
な
ど
に
は
、
減
免
や
分
割
納

付
な
ど
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
し

た
が
、
市
は
、
「
今
回
の
制
度
改

定
で
分
納
は
考
え
ら
れ
な
い
」
と

答
弁
し
ま
し
た
。

ぜひ傍聴にお越し下さい。

■質問内容

・第２京阪道路について

・学校耐震化について

・浸水対策について

・あまだのみや幼稚園の廃園計画について

・府行革の市への影響と対応について


